
さいたま市告示第１５９８号

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第２項の規定により、さいたま市内の町の区域

を別紙変更調書１及び変更調書２のとおり変更することを告示する。

なお、この処分は、平成２９年１１月１８日からその効力を生じる。

平成２９年１１月１７日

さいたま市長 清 水 勇 人






































